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特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪市住宅供給公社）家賃減額補助要領 

 

制  定 平成８年８月１日 

最近改正 令和６年４月１日 

 

（趣旨） 
第１条 特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪市住宅供給公社）制度要綱（以下
｢要綱｣という。）第 16 条に規定する家賃減額補助に関しては、大阪市補助金等交
付規則（平成18年大阪市規則第７号）及び要綱によるほか、この要領の定めるとこ
ろによる。 

 
（定義） 
第２条 この要領における用語の意義は、要綱に定める用語の意義と同一とする。 

 

（家賃減額補助） 

第３条 市は、公社が公社特優賃等の家賃と入居者負担額との差額をその家賃から減

額する場合においては、公社に対しその減額に要する費用を補助（以下この補助

を「家賃減額補助」という。）することができる。 

２ 公社特優賃等に係る家賃減額補助の対象とする期間は、次の各号に定めるところ

による。 

 (1) 傾斜型家賃減額方式については、当該公社特優賃等について入居者負担額が

家賃に達するまでの期間とし、管理開始から20年を限度とする。ただし、公社地

優賃（一般型）において、次のいずれかに該当する者が公募により入居する場

合については６年を限度とする。 

ア 所得が15万８千円を超え、かつ、要綱第12条の２第１号に規定する高齢者世

帯及び障害者等世帯ではない者 

イ 所得が21万４千円を超え、かつ、高齢者世帯又は障害者等世帯である者 

 (2) フラット型家賃減額方式については、管理開始から15年間を限度とする。た

だし、立地係数（平成５年７月27日建設省告示第1 6 0 2号第１(3)に定める立地

係数をいう。）が０．９未満の場合は、10年間を限度とする。 

 

（入居者負担額） 

第４条 傾斜型家賃減額方式の公社特優賃の当初入居者負担額は、管理を開始する当

該公社特優賃の家賃に、所得が、23万８千円以下（第２項において「所得区分Ⅰ

ａ」という。）においては100分の54を、23万８千円を超え26万８千円以下（第２

項において「所得区分Ⅰｂ」という。）においては100分の57を、26万８千円を超

え32万２千円以下（第２項において「所得区分Ⅰｃ」という。）においては100分

の62を、32万２千円を超え44万５千円以下（第２項において「所得区分Ⅱ」とい

う。）においては100分の74を、44万５千円を超え60万1千円以下（第２項におい

て「所得区分Ⅲ」という。）においては100分の84をそれぞれ乗じて得た額とする。 
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２ フラット型家賃減額方式の公社特優賃の入居者負担額は家賃に所得区分Ⅰａにお

いては100分の70を、所得区分Ⅰｂにおいては100分の74を、所得区分Ⅰｃにおい

ては100分の78を、所得区分Ⅱにおいては100分の84を、所得区分Ⅲにおいては100

分の90をそれぞれ乗じて得た額とする。 

 

第４条の２ 傾斜型家賃減額方式の公社地優賃（一般型）の当初入居者負担額は、管

理を開始する当該公社地優賃（一般型）の家賃に、所得が、18万６千円以下にお

いては100分の54を、18万６千円を超え21万４千円以下においては100分の57を、21

万４千円を超え25万９千円以下においては100分の62を、25万９千円を超え35万円

以下においては100分の74を、35万円を超え48万７千円以下においては100分の84を

それぞれ乗じて得た額とする。 

 

（家賃減額申請） 

第５条 公社から家賃の減額を受けようとする入居者は、毎年、原則として７月15

日までに、公社に対して次に掲げる書類を添付した家賃減額申請書（別記様式１

）を提出し、公社はこれを一括して、毎年７月末日までに市長に提出しなければ

ならない。 

(1) 入居者及び同居親族等のうち15歳以上の者全員の市区町村発行の最新の所得

証明書（（入居決定者については、給与支払証明書を含む。）以下「所得証明

書」という。） 

(2) 入居者及び同居親族等全員の住民票 

(3) その他、市長が必要と認める書類 

２ 新たに公社特優賃等に入居する者については、前項に掲げる書類を添付した入居

申込書（以下「入居申込書」という。）の提出をもって家賃減額申請書の提出と

みなす。公社は、公社特優賃等の入居可能日の14日前までに入居申込書（写し）

を一括して市に提出しなければならない。 

３ 所定の日までに家賃減額申請書の提出を受けた公社は、当該入居者に対し賃貸借

契約の入居可能日から家賃の減額を行わなければならない。家賃減額を行った公

社は、市長に対し、当該入居者の家賃の減額に係る家賃減額補助を受けたい旨の

申請を行うことができるものとする。 

４ 公社が、前項の申請手続を怠り又は適正に行わなかった場合、市は、公社に対し

家賃減額補助を行わない。 

５ 公社は、入居者が第１項に定める申請を行わない場合及び入居者の所得が制度要

綱第12条に定める所得の基準を超える場合（ただし、第９条ただし書に定める場

合を除く。）は、当該入居者に対し家賃の減額を行わないものとする。 

６ 公社が、市長に対して第１項に定める期日までに入居者から受理した家賃減額申

請書の提出を行わない場合は、第７条第１項に定める家賃減額期間について、ま

た、第２項に定める期日までに入居者から受理した家賃減額申請書の提出を行わ

ない場合は、第７条第２項に定める家賃減額期間について、市は公社に対し、当

該入居者に係る家賃減額補助を行わない。 
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（所得の認定及び入居者負担額の決定） 

第６条 市長は、公社から、前条第１項及び第２項の定めるところにより家賃減額申

請書の提出があった場合、これを審査し、必要と認めるときは入居者から事情を

聴取し又は必要な調査を行い、申請が適正であると認めたときは、提出があった

日から30日以内に入居者の所得を認定して、その者の所得区分を特定して別に定

めるところにより入居者負担額を決定するとともに、これを公社に通知するもの

とする。ただし、申請に不備があり、その訂正等を要した場合は、この限りでな

い。 

２ 市長は、前項の審査の結果当該申請が不適正であると認めたときは、提出があっ

た日から30日以内に入居者負担額を家賃と同額とする旨を公社に通知するものと

する。ただし、申請に不備があり、その訂正等を要した場合は、この限りでない。 

３ 公社は、前２項の規定に基づいて市長から通知を受けたときは、ただちに入居者

に対し、その内容を通知しなければならない。 

 

（家賃減額期間） 

第７条 家賃減額期間は、毎年10月１日（10月２日以降に新たに管理開始する場合

にあっては管理開始日）から翌年９月30日（９月30日以前に管理を終了する場合

にあってはその終了の日）までとする。 

２ 新たな入居者に係る家賃減額期間は、賃貸借契約による入居可能日から契約日以

降直近の９月30日（９月30日以前に管理を終了する場合にあっては、その終了の

日）までとする。 

 

（激変緩和措置） 

第８条 第６条第１項の所得の認定により、所得区分が収入の多い所得区分に移行し

た入居者については、次の各号により入居者負担の激変の緩和を行う。 

(1) 傾斜型家賃減額方式の場合は、所得区分の移行前の入居者負担額と所得区分

の移行後の入居者負担額の差額に、所得の移行があった日（以下「所得移行

日」という。）から１年間にあっては４分の３を、所得移行日から１年を経過

した日から１年間にあっては２分の１を、所得移行日から２年を経過した日か

ら１年間にあっては４分の１をそれぞれ乗じた額を、所得区分の移行後の入居

者負担額から減じたものを入居者負担額とする。 

(2) フラット型家賃減額方式の場合は、所得区分の移行前の入居者負担額と所得

区分の移行後の入居者負担額の差額に、所得移行日から１年間にあっては２分

の１を乗じた額を、所得区分の移行後の入居者負担額から減じたものを入居者

負担額とする。 

 

（収入超過者に対する措置） 

第９条 市は公社に対し、入居者の所得が60万1千円（公社地優賃（一般型）にあっ

ては48万７千円）を超える場合は、当該入居者に係る家賃減額補助を行わない。
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ただし、この場合において、家賃減額補助の打切りまでの措置として、市は公社

に対し、入居者の所得が60万1千円（公社地優賃（一般型）にあっては48万７千

円)を超えてから１年間に限り、家賃と従前の所得に応じた入居者負担額との差額

の２分の１を限度として家賃減額補助を行うことができる。 

 

（家賃減額補助金の額） 

第10条 一の公社特優賃等の家賃減額補助に係る補助金の額は、家賃減額補助金の

交付を受けようとする年度に属する４月１日から３月31日までの期間（以下「当

該年度」という。）における当該公社特優賃等の家賃と入居者負担額の差額に当

該入居者が入居している月数（第２項において「入居月数」という。）を乗じた

額とする。 

２ 入居月数は、次の各号に定めるところにより計算する。 

(1) 賃貸借契約による入居可能日（家賃徴収の始期となる日をいう。）が月の初

日であるときはその月から、その日が月の初日以外であるときは翌月からの月

数とする。 

(2) 賃貸借契約が終了した日が月の末日であるときはその月までの月数とし、そ

の日が月の末日以外の日であるときは、１月を30日としてその日の属する月の

初日からその日までの日数を月数に換算し（小数点第３位以下は切り捨てる。

）、その日までの月数とする。 

３ 市が公社に交付する家賃減額補助金の額は、前２項の規定により算出される一の

公社特優賃等の家賃減額補助金を合計した額とする。この場合において、公社特

優賃及び公社地優賃（一般型）の各々の団地ごとの合計額について、千円単位の

額とし、端数は切り捨てるものとする。 

 

（家賃減額補助金の交付申請） 

第11条 公社は、家賃減額補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の前年度

の3月末日まで（新たに管理開始をする公社特優賃等に係る家賃減額補助金にあっ

ては、管理開始日から起算して20日以内）に申請書（別記様式２）に次の各号に

掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、公社

は、公社特優賃等の家賃減額補助に係る交付申請額を、当該年度の４月１日（新

たに管理開始をする公社特優賃等にあっては、管理開始日）時点における当該公

社特優賃等の家賃、同日時点の当該公社特優賃等の入居者の当該年度内の入居者

負担額（当該年度の10月１日以降の入居者負担額は、同日において入居者の所得

の区分の移行がないものとした額とする。）を用いて算出するものとする。 

(1) 当該年度の団地別の補助額の集計表 

(2) 当該年度の住戸別の補助額の算出表 

(3) その他市長が必要と認める書類 
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（家賃減額補助金の交付決定） 

第12条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に

応じて調査（現地調査を含む。以下同じ。）を行い、家賃減額補助金を交付すべ

きものと認めたときは、交付を決定し、交付決定通知書（別記様式３）により公

社に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査の結果、家賃減額補助金を交付することが不適当であると認

めたときは、交付しない旨の決定をし、不交付決定通知書（別記様式４）により

公社に通知するものとする。 

３ 市長は、前条の申請書の提出があった日から起算して30日以内に、家賃減額補

助金の交付の決定又は家賃減額補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

ただし、申請に不備があり、その訂正等を要した場合は、この限りでない。 

 

（申請の取下げ） 

第13条 公社は、前条第１項の規定による通知を受領した場合において、当該通知

に係る補助金の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通

知書を受領した日の翌日から起算して10日以内に取下げ書（別記様式５）を市長

に提出することにより、申請の取下げをすることができる。 

 

（家賃減額補助金の変更申請及び実施状況報告） 

第14条 公社は、当該年度における入居者に対する家賃減額の実施状況を、第11条

各号に掲げる書類を添付した実施状況報告書（別記様式６）により、毎年度３月

31日までに市長に報告しなければならない。この場合において、第12条第１項の

交付決定における補助金額と実施状況報告書における家賃減額の実施額に相違が

あるときは、公社は、併せて変更交付申請書（別記様式７）を市長に提出しなけ

ればならない。 

 

（家賃減額補助金の交付変更の決定及び額の確定） 

第 15 条 市長は、前条後段に規定する家賃減額補助金変更交付申請書の提出があっ

たときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適正であると認めると

きは、家賃減額補助金変更交付決定通知書（別記様式８）により公社に通知する

ものとする。 

２ 市長は、前条前段に規定する家賃減額実施状況報告書の提出があったときは、そ

の内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適正であると認めるときは、家賃減

額補助金の額を確定して、家賃減額補助金額確定通知書（別記様式９）により公

社に通知するものとする。 

 

（補助金の交付時期） 

第16条 市長は、家賃減額補助金の額の確定をしたときは、公社の請求に基づき、

30日以内に家賃減額補助金を交付するものとする。 
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（事情変更による決定の取消し等） 

第16条の２ 市長は、家賃減額補助金の交付を決定した場合において、その後の事情

変更により特別の必要が生じたときは、家賃減額補助金の交付の決定の全部若し

くは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するこ

とができる。 

２ 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、交付決定取消・変更通

知書（別記様式９－２）により公社に通知するものとする。 

３ 市長は、家賃減額補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となっ

た次に掲げる経費に限り、家賃減額補助金を交付することができる。 

(1) 家賃減額補助金の交付の対象となる事業に係る残務処理に要する経費 

(2) 家賃減額補助を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支

払に要する経費 

４ 第11条から前条までの規定は、前項の規定による家賃減額補助金の交付について

準用する。 

 

（交付決定の取消し） 

第17条 家賃減額補助の開始後、公社が虚偽の申請その他不正な行為により家賃減

額補助を受けたことが明らかになったとき、家賃減額補助金を他の用途へ使用し

たとき、又は市の指導に著しく違反したときは、市長は、公社から事情を聴取し

た後、家賃減額補助金の交付決定を取り消すことができる。 

２ 市長は、家賃減額補助金の交付決定を取消したときは、速やかに交付決定取消通

知書（別記様式10）により公社に通知するものとする。 

 

（補助事業の中止・廃止） 

第18条 公社は、やむを得ない事情により補助事業（家賃減額補助金の対象となる

事業をいう。）を中止し、又は廃止する場合には、補助事業の中止・廃止承認申

請書（別記様式11）に市長が必要と認める書類を添付して提出し、市長の承認を

受けなければならない。 

 

（立入検査等） 

第18条の２ 市長は、家賃減額補助金の適正な執行を期するため、必要と認めたと

きは、公社に対して報告を求め、又は公社の承諾を得た上で、職員に公社事務所

等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問

させることができる。 

 

（関係書類の整備） 

第18条の３ 公社は、家賃減額補助にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿

等を常に整備し、第15条の家賃減額補助金額確定通知を受けた日から5年間保存し

なければならない。 
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   附 則 

 この要領は、平成８年８月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成10年４月１日から施行する。 

２ 管理開始がこの要綱の施行前の団地については、施行後の直近の各団地の管理開

始の基準日からこれを適用とする。 

３ 入居者の募集がこの要領の施行前で、かつ管理開始が施行後の団地については、

当初１年間の入居者負担額については、従前の例による。 

４ この要領の施行前に入居者の募集又は管理が開始された団地において、収入分位

による所得階層及び収入分位の上昇による激変緩和措置については、従前の例に

よる。 

５ この要領の施行前に入居者の募集又は管理が開始された団地において、本要領第

４条に定める当初入居者負担率は、次の表に定める率とする。 

また、各団地における入居者負担額については、２パーセントに管理開始日か

らの経過年数を乗じた率に、次の表に定める当初入居者負担率を当該時点の契約

家賃に乗じて得た額とする。 

所得区分 所得 
４区分 

当初入居者負担率 

Ⅰａ 268,000円以下 ５４％ 

Ⅰｂ 268,000円を超え322,000円以下 ６２％ 

Ⅱ 322,000円を超え445,000円以下 ７４％ 

Ⅲ 445,000円を超え601,000円以下 ８４％ 

  （注）この表において「所得」とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法

律施行規則（平成５年建設省令第16号）第１条第３号に規定する所得をい

う。 

 

   附 則 

 この要領は、平成14年８月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成18年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成19年５月25日から施行する。 
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２ 平成19年度におけるこの要領による改正後の公社特優賃事業家賃補助要領第11条

の規定の適用については、同条中「４月20日」とあるのは平成19年５月31日とす

る。 

 

附 則 

 この要領は、平成20年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成21年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成21年７月27日から施行する。 

 

 
   附 則 
１ この要領は、平成 22年４月１日から施行する。 
２ この要領による改正後の別記様式２に関する要領の規定は、平成 22 年３月８日
から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成23年10月11日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成28年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 



別記様式１ 

                                         年 月 日 

 

特定優良賃貸住宅等家賃減額申請書 

 

 大阪市住宅供給公社 様 

                                           号室 

                                               

(昼間の連絡先)TEL (     )     －      

 

 特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪市住宅供給公社）家賃減額補助要領第５条第１項の規定に基

づき、家賃減額申請をします。 

 なお、この申請書及び添付書類の記載内容が事実と相違するときは、家賃減額の決定を取り消されて

も異議ありません。 

 

 

 

 

氏 名 
続

柄 

 

生年月日 
年

齢 

性

別 

 

職 業 
収入の 

種 類 

就退職の 

年月日 

年間収入金額 

総収入金額(円) 所得金額（円） 

 
 

世

帯

全

員

の

構

成 

      

給与 

年金 

その他 

就業 

開業 

年金 

退職 

 

 

      

給与 

年金 

その他 

就業 

開業 

年金 

退職 

 

 

      

給与 

年金 

その他 

就業 

開業 

年金 

退職 

 

 

      

給与 

年金 

その他 

就業 

開業 

年金 

退職 

 

 

      

給与 

年金 

その他 

就業 

開業 

年金 

退職 

 

 

      

給与 

年金 

その他 

就業 

開業 

年金 

退職 

 

 

小         計    

 
同
居
外
扶
養
親
族
（
遠
隔
地
扶
養
親
族
） 

 

氏 名 
続

柄 

 

生年月日 
年

齢 

性

別 

  

 

       

      

      

      

      

      

 

親
族
控
除
対
象
者 

同居する親族 

（本人を除く） 名×38万円 特
別
控
除
対
象
者 

老人扶養親族 名×10万円 

特
別
控
除
対
象
者 

特別障がい者 名×40万円 

控除額 

合計 

 

 

 

 

 

万円 

扶養親族 名×25万円 ひとり親 名× 万円 

同居（入居）しな

いが控除の対象

となる親族 
名×38万円 

障がい者 名×27万円 寡婦 名× 万円 

 



別記様式２ 

 

   第   号 

 年 月 日 

 

大阪市長 

        

 

 

（所在地） 

 

（名称及び代表者の氏名） 

大阪市住宅供給公社 

                             理事長            

 

 

   年度特定優良賃貸住宅等家賃減額補助金交付申請書 

 

 年度特定優良賃貸住宅等家賃減額補助金の交付を受けたいので、特定優良賃貸住宅等供給促進

事業（大阪市住宅供給公社）家賃減額補助要領第 11 条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとお

り申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額       円 

 

２ 交付申請額の算出方法 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式３ 

   第   号 

 年 月 日 

 

大阪市住宅供給公社 

理事長        様 

 

 

大阪市長 

 

 

   年度特定優良賃貸住宅等家賃減額補助金交付決定通知書 

 

 年 月 日付け   第  号で交付申請のあった   年度特定優良賃貸住宅等家賃減額補

助金については、特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪市住宅供給公社）家賃減額補助要領第12条第

１項の規定により、下記のとおり交付することと決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定補助金額          円 

 

２ 補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）及びその内容 

 

３ 交付の条件 

(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更をする場合には、市長の承認を受けること 

 (2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やか

に市長に報告してその指示を受けること。 

(4) 市長が、補助金の適正な執行を期するため、報告を求め、又は本市職員に事務所等に立ち入り、帳

簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させる必要があると認めたときは、こ

れに協力すること。 

(5) その他、大阪市補助金等交付規則（平成 18年大阪市規則第７号）及び特定優良賃貸住宅等供給促

進事業（大阪市住宅供給公社）家賃減額補助要領の規定を遵守すること。 

  

付記 

１ 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、特定優良賃貸住宅等供給促 

 進事業（大阪市住宅供給公社）家賃減額補助要領第15条第 2項の規定による特定優良賃貸住宅等家賃 

減額補助金額確定通知書を受領した日から５年間保存すること。 

２ この通知に係る交付決定に不服があるときは、この通知を受領した日から起算して 10 日以内に特

定優良賃貸住宅等家賃減額補助金の交付申請の取下げをすることができます。 



別記様式４ 

 

   第   号 

 年 月 日 

 

大阪市住宅供給公社 

理事長        様 

 

大阪市長 

 

 

   年度特定優良賃貸住宅等家賃減額補助金不交付決定通知書 

 

 年 月 日付け   第  号で交付申請のあった   年度特定優良賃貸住宅等家賃減額

補助金については、特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪市住宅供給公社）家賃減額補助要領第12条

第２項の規定により、交付しないことと決定したので通知します。 

 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式５ 

 

 年 月 日 

 

大阪市長 

        

 

 

（所在地） 

 

（名称及び代表者の氏名） 

大阪市住宅供給公社 

                             理事長            

 

 

特定優良賃貸住宅等家賃減額補助金交付申請取下げ書 

 

 年 月 日付け    号で交付決定を受けた   年度特定優良賃貸住宅等家賃減額補助

金に係る事業については、下記の理由により実施しないので、特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪

市住宅供給公社）家賃減額補助要領第１３条の規定に基づき、補助金の交付申請を取り下げます。 

 

記 

 

１ 交付決定補助金額       円 

 

２ 交付決定通知書の受領年月日     年 月 日 

 

３ 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式６ 

 

   第   号 

 年 月 日 

 

大阪市長 

        

 

 

（所在地） 

 

（名称及び代表者の氏名） 

大阪市住宅供給公社 

                             理事長            

 

 

   年度特定優良賃貸住宅等家賃減額実施状況報告書 

 

特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪市住宅供給公社）家賃減額補助要領第14条の規定に基づき、 

年度の家賃減額の実施状況について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 特定優良賃貸住宅等家賃減額補助金交付決定通知書の交付日及び交付番号  

 年 月 日     第   号 

 

２ 交付決定補助金額           円 

 

３ 補助対象 

 

４ 家賃減額実施期間    年 月 日～   年 月 日 

 

５ 家賃減額実施状況  

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式７ 

 

年 月 日 

 

大阪市長 

        

 

 

（所在地） 

 

（名称及び代表者の氏名） 

大阪市住宅供給公社 

                             理事長            

 

 

   年度特定優良賃貸住宅等家賃減額補助金変更交付申請書 

 

 年 月 日付け    第  号で交付決定を受けた特定優良賃貸住宅等家賃減額補助金に

ついて、特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪市住宅供給公社）家賃減額補助要領第 14 条の規定に

基づき、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助対象   

 

２ 変更交付申請額            

   既交付決定補助金額          円 

   変更交付申請額            円 

   増（△）減額             円 

 

３ 変更交付申請額の算定根拠 

   別添の家賃減額実施状況報告書のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式８ 

 

                                                                               第   号 

 年 月 日 

 

大阪市住宅供給公社 

理事長        様 

 

大阪市長 

 

 

   年度特定優良賃貸住宅等家賃減額補助金変更交付決定通知書 

 

 年 月 日付け   第  号で交付決定を通知した   年度特定優良賃貸住宅等家賃減額

補助金について、特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪市住宅供給公社）家賃減額補助要領第 15条の

規定により、下記のとおり交付決定補助金額を変更したので通知します。 

 

記 

 

１ 既交付決定補助金額           円 

 

２ 変更交付決定補助金額          円 

 

３ 増（△）減額              円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式９ 

 

   第   号 

 年 月 日 

 

大阪市住宅供給公社 

理事長        様 

 

大阪市長 

 

 

   年度特定優良賃貸住宅等家賃減額補助金額確定通知書 

 

    年 月 日付け    第   号で実施状況の報告のあった   年度特定優良賃貸住宅

等家賃減額補助金については、特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪市住宅供給公社）家賃減額補助

要領第 15条第２項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 確定補助金額             円 

 

２ 交付決定補助金額           円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式９－２  

 

                                                                               第   号 

 年 月 日 

 

大阪市住宅供給公社 

理事長        様 

 

大阪市長 

 

 

   年度特定優良賃貸住宅等家賃減額補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 

 

 年 月 日付け   第  号で交付決定を通知した   年度特定優良賃貸住宅等家賃減額

補助金について、特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪市住宅供給公社）家賃減額補助要領第 16条の

２の規定により、下記のとおり交付決定補助金額を変更したので通知します。 

 

記 

 

１ 取消し・変更の内容 

 

２ 取消し・変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式１０ 

 

   第   号 

 年 月 日 

 

大阪市住宅供給公社 

理事長        様 

 

大阪市長 

 

 

特定優良賃貸住宅等家賃減額補助金交付決定取消通知書 

 

下記の補助金の交付決定を取り消したので、特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪市住宅供給公社）

家賃減額補助要領第 17条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 特定優良賃貸住宅等家賃減額補助金交付決定通知書の交付日及び交付番号  

 年 月 日     第   号 

 

２ 交付決定補助金額            円 

 

３ 取消理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式１１ 

 

 年 月 日 

 

大阪市長 

        

 

 

（所在地）  

 

（名称及び代表者の氏名） 

大阪市住宅供給公社 

                             理事長            

 

 

 

補助事業の中止・廃止承認申請書 

 

 年 月 日付け    号で交付決定を受けた   年度特定優良賃貸住宅等家賃減額補助

金に係る事業について、特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪市住宅供給公社）家賃減額補助要領第

18条の規定に基づき、中止・廃止の承認を申請します。 

 

記 

 

１ 交付決定補助金額       円 

 

２ 理由 

 

 

 

 

 


